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プラン2025目標達成セミナー
削減目標達成への取り組み
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事業用自動車（バス・ハイタク・トラック）の死亡事故件数の推移（平成20年～令和５年）

※ 各年12月末時点の発表値
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令和５年：
前年比プラス30件

事業用自動車が第１当事者となる「死亡事故件数」は、トラック（軽を除く）ではハイタク・バスと比較して右肩下がり
の傾向だったが、令和５年は、ハイタク、バスともに、令和４年から増加している

数字はいずれも事業用自動車が第１当事者となるものであり、トラックには軽自動車を含まない 出典：警察庁「交通事故統計」
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「トラック事業における総合安全プラン2025」 

全日本トラック協会 「トラック事業における総合安全プラン2025」
https://jta.or.jp/member/anzen/sogoanzen_plan2025.html

［解説リーフレット(抜粋)］（本日の資料に同封）

国土交通省が国の「第11次交通安全基本計画」に歩調を合わせ、令和７年までを計画期間とする「事業用自動車
総合安全プラン」を策定したことを受け、全ト協では「トラック事業における総合安全プラン2025」を策定

令和７(2025)年の目標値：「死者数」と「重傷者数」の合計970人以下／飲酒運転事故件数ゼロ（いずれも軽を含まず）
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数字はいずれも事業用トラックが第１当事者となるものであり、軽自動車を含まない
出典：「交通事故統計」（警察庁）および「交通統計」（(公財)交通事故総合分析センター）

令和７(2025)年の目標値：
「死者数」と「重傷者数」の合計970人以下／飲酒運転人身事故件数ゼロ

（いずれも軽貨物を含まない）

「トラック事業における総合安全プラン2025」における令和７年の目標値、「『死者数』と『重傷者数』の合計970人以下」
「飲酒運転人身事故件数ゼロ」の達成を目指し、全ト協と各県トラック協会ではさまざまな取り組みを進めているところ

「トラック事業における総合安全プラン2025」 における目標値
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「トラック事業における総合安全プラン2025」 における目標値

令和５年
全国平均

プラン2025目標

6.5

【重点削減目標】事業用トラック１万台あたりの「死者数＋重傷者数」：６．５人

「死者数」と「重傷者数」の合計を970人以下とするためには、事業用トラック１万台あたりの「死者数＋重傷者数」を
６．５人におさえる必要があることから、各県で目標達成を目指している

8.6

死者数と重傷者数は、事業用トラック（第１当事者、軽自動車を除く）の管轄運輸支局（車籍）別の値／出典：(公財)交通事故総合分析センター
車両台数はトレーラ及び軽自動車を除く営業用貨物自動車の保有台数（令和４年12月末現在）／出典：(一財)自動車検査登録情報協会
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「トラック事業における総合安全プラン2025」 における目標値

【重点削減目標】事業用トラック１万台あたりの「死者」＋「重傷者数」：６．５人

令和５年中の全国平均は「８．６人」で、前年の「７．７人」から悪化し、一昨年と同じ値となった
「死者数」「重傷者数」共に、増加となっている

死者数と重傷者数は、事業用トラック（第１当事者、軽自動車を除く）の管轄運輸支局（車籍）別の値／出典：(公財)交通事故総合分析センター
車両台数はトレーラ及び軽自動車を除く営業用貨物自動車の保有台数（令和４年12月末現在）／出典：(一財)自動車検査登録情報協会
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「トラック事業における総合安全プラン2025」 における目標値

『広報とらっく』 ポスター
令和３年９月１日号

『飲酒運転根絶に
係るリーフレット』
令和6年6月

【重点削減目標】 飲酒運転ゼロ

飲酒有無別死亡事故率比較
【令和５年】

出典：警察庁統計

飲酒運転による「死亡事故率」は非飲酒にくらべ約６倍と高く、極めて危険
トラック運送業界から「飲酒運転」を根絶する必要がある

＜飲酒事故以外＞ ＜飲酒事故＞
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令和5年中の物損事故を含む飲酒事故事案は「35件」
飲酒事故事案の発覚時刻は、夜間から早朝が多い
飲酒の実態として、点呼が実施されなかった事例は「15件」、点呼後の運行中に飲酒した事例は「14件」
車種別では、大型トラックが約７１％、中型トラックが２３％を占め、大半が事故を起こしたトラックが
所属する営業所のある都道府県以外の地域で発覚

物損事故を含む飲酒事故の状況（令和５年）※国土交通省からの情報提供



事業用トラックが第１当事者となる事故の状況（平成26年～令和５年）

（件） （％）

■「死傷事故」※件数全体に占める追突事故の占有率の推移 ※「死傷事故」とは「死亡」「重傷」「軽傷」の事故の合計をいう

9

「死傷事故」件数全体に占める「追突事故」の割合は、近年、減少傾向にあるものの近年は横ばい
「衝突被害軽減ブレーキ」等の先進車両安全装置を装着したトラックの普及も、追突事故減少の要因と考えられる

数字はいずれも事業用トラックが第１当事者となるものであり、軽自動車を含まない 出典：(公財)交通事故総合分析センター



事業用トラックが第１当事者となる事故の状況（令和５年）

数字はいずれも事業用トラックが第１当事者となるものであり、軽自動車を含まない
「車両相互」での第２当事者となる「車両」には、道路交通法上の「軽車両」である自転車等を含む

出典：(公財)交通事故総合分析センター

令和５年の「死亡・重傷事故」全体のうち、事故類型でみると、約7２%が「車両相互」、約2３%が「人対車両」
「車両相互」では、「追突」「出会い頭衝突」「左折時衝突」が多く、「人対車両」では「横断中」が突出している

■事故類型別の死亡・重傷事故件数

10

「車両相互」：
大型は「追突」と「左折時衝突」が、中型は
「追突」と「出会い頭衝突」が多い

「人対車両」：
大型・中型ともに「横断歩道・横断歩道付近の横断
中」が突出し、「その他の横断中」と合わせた「横断
中」合計が「人対車両」全体の５割強を占める



■交差点「死亡」事故および追突「死亡」事故件数の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

追突事故（件） 58（100％） 50 44 40 48 37 40 31 26 30（51.7％）

交差点事故
（件） 124（100％） 110 83 98 80 88 68 77 65 65（52.4％）

その他（件） 148（100％） 148 131 132 125 114 99 92 78 104（70.3％）

死亡事故（件） 330（100％） 308 258 270 253 239 207 200 169 199（60.3％）
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「死亡事故」は年々減少傾向にあり、平成26年と比較して令和５年の「追突」事故及び「交差点」事故は
約５割にまで減少

数字はいずれも事業用トラックが第１当事者となるものであり、軽自動車を含まない 出典：(公財)交通事故総合分析センター

事業用トラックが第１当事者となる事故の状況（平成26年～令和5年）

11



事業用トラックが第１当事者となる事故の状況（令和５年）

■交差点における死亡・重傷事故件数の状況（対歩行者・対自転車）

令和５年の交差点での事故のうち、「対歩行者」・「対自転車」の死亡・重傷事故は、「追突」の１．１倍に上る
「左折時」は９割近くが「対自転車」で、大型車が多く、対歩行者６割、対自転車の８割近く
「右折時」は８割近くが「対歩行者」で、大型車が多く、対歩行者の５割強、対自転車の４割強

数字はいずれも事業用トラックが第１当事者となるものであり、軽自動車を含まない
出典：(公財)交通事故総合分析センター

12
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【参考】 「側方衝突監視警報装置」を安全装置等助成対象機器へ追加

「側方衝突監視警報装置」
左側方の歩行者・自転車などを検知し、左折時に衝突の可能性が
ある場合に視覚及び警告音により運転者に警報を出し、左折巻き
込み事故を防止するための装置
保安基準の「側方衝突警報装置」では、検知対象を自転車としてい
るが「側方衝突監視警報装置」では、事故発生状況から「歩行者」
を検知することも条件としている

【助成金額】
車両１台につき取得金額の２分の１（上限10万円）
【対象装置】
後付け装置で全ト協が指定するもの
【申込などに関する問い合わせ】
所属する、各都道府県トラック協会

交差点などでの事故を未然に防ぐための国の施策として、保安基準において、車両総重量8ｔ以上のトラックに「側方衝突警報装置」を装備する
ことが義務化され、令和4年5月以降の新型車（継続生産車は令和6年11月から適用）へ同装置の装着が開始されている
しかしながら、「側方衝突警報装置」については使用過程車への搭載義務はないことから、装置搭載車が市場に普及するには時間がかかり、この
装置の交差点事故減少効果が表れるのは当分先のものと考えられる
このことから、全ト協では、使用過程にある事業用トラックの事故削減と「トラック事業における総合安全プラン2025」の目標達成に寄与することを
目的に後付け装置として「側方衝突監視警報装置」を令和６年度より安全装置等助成対象機器へ追加した

検知対象：歩行者

検知対象：自転車

警告音
警告灯

インジゲータ



全日本トラック協会ウェブサイト 「事故防止特設ページ」

ここをクリック

事故防止特設ページ

全日本トラック協会 「事故防止特設ページ」
https://jta.or.jp/member/anzen/anzen_tokusetsu.html

全ト協のホームページ「事故防止特設ページ」には、各種の事故統計データ、事故防止に資するマニュアル類、事業所
内に掲出できるポスター類など、さまざまなツールを用意しています
事業用自動車が第１当事者となる事故を１件でも減らすために、ぜひご活用ください
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全日本トラック協会ウェブサイト 「ドライブレコーダ映像を活用したヒヤリハット集」

全日本トラック協会 「ドライブレコーダ映像を活用したヒヤリハット集」
https://www.jta-hiyari.jp/

◆ 利用方法 ◆

 「新規ユーザー登録」をおこなってください。
 「パスワード」は、全ト協の機関紙『広報とらっく』

に掲載している、“全ト協会員専用ページのパス
ワード”です。

全ト協では、KYT（危険予知トレーニング）に活用していただけるよう、実際の営業走行でドライブレコーダに
記録された事故およびヒヤリハット映像をとりまとめ、全ト協のウェブサイト上に61事例を掲載しています
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